
富士見市こども計画（子ども・子育て支援事業計画）の変更について 

 

１ 変更理由 

乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）は、満３歳児以上を対象としていないこ

とから、近隣に満３歳児を受け入れている教育・保育施設がない場合、３歳の誕生日を迎

えると、次の４月までの間、社会全体での支援が途切れてしまう恐れがあります。 

【対象者イメージ】 

 

このことから、市町村子ども・子育て支援事業計画において、新たな基本的記載事項と

して、乳児等のための支援給付に係る教育・保育等を一体的に提供する体制に関する事項

を位置づけることとされたため、当該記載事項を追記するものです。 

 

※「教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の整備並びに子ども・子育て

支援給付並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業の円滑な実

施を確保するための基本的な指針」等の改正等について（令和７年９月１６日付けこど

も家庭庁成育局保育政策課事務連絡）より 

 

第１の２（１） 

イ 乳児等のための支援給付に係る教育・保育等を一体的に提供する体制に関する事項

（必須記載事項） 

・乳児等通園支援事業が満３歳以上の児童を対象としていないことを踏まえ、市町村に

おける教育・保育施設と乳児等通園支援事業者との連携・接続に関する推進方策を定め

ること。 

 

２ 変更内容（必須記載事項の追記） 

富士見市こども計画 「第６章 子ども・子育て支援事業に関する量の見込みと確保方策」

中、「18 乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）」において、次頁のとおり記載し

ます。 

 



18 乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度） 

【 事業内容・現状 】 

保育所等に通っていない０歳６か月～満３歳児未満の未就園児を対象に月一定時間までの利用可

能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる制度です。 

本市においては、令和８年度からの実施に向けて準備をしていきます。 

【 見込み量・確保策 】 

必要なニーズの把握とともに保育所等の定期利用申込数や施設の実施意向などを踏まえ、提供体

制の確保に努めます。 

 

【乳児等のための支援給付に係る教育・保育等の一体的提供及び当該教育・保育等の推進に関する体

制の確保】 
地域の教育・保育施設と連携し、乳児等通園支援事業の利用終了後の受入れ枠の確保に努めるほか、

乳児等通園支援事業者と教育・保育施設との間で情報を共有することができる体制を整備します。 
幼稚園における満３歳児クラスの活用を促進し、乳児等通園支援事業の利用から教育・保育施設

の利用への円滑な移行を支援します。 
 

■見込み量及び提供体制 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

見込み量 

（1 日当たり人数） 

０歳児 － 4 4 12 12 

１歳児 － 7 6 21 21 

２歳児 － 6 5 16 16 

提供体制 

（1 日当たり人数） 

０歳児 － 4 4 12 12 

１歳児 － 7 6 21 21 

２歳児 － 6 5 16 16 
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